
栃木県教育委員会 

【現業職員（公仕・介護）】臨時的任用職員・任期付職員 

募集要項（R8.4.1 以降任用希望者用） 

 

栃木県教育委員会事務局高校教育課では、県立学校における欠員補充や休職等で勤務するこ

とができない職員の代替としての臨時的任用職員等を随時募集しています（年齢不問）。 

 

１ 募集職種、勤務場所及び仕事の内容 

募集職種 勤務場所 仕事の内容 

公 仕 県立高等学校または

県立特別支援学校 

樹木の管理・除草、校舎内外の清掃、施設設備の補

修、校舎の解錠・施錠、文書の収受・発送、公用車

の運転、その他学校長が指示する業務 

介 護 県立特別支援学校 スクールバス内での児童生徒の介護、授業等での児

童生徒の介護、その他学校長が指示する業務 

 

２ 勤務条件  

（１）任用期間 

４月１日から翌年の３月 31 日までの期間 

※任用事由により、期間が変更となる場合や年度を超えて任用する場合があります。 

（２）勤務時間 

各校本採用職員に準じます。 

例）月曜日から金曜日（週 38時間 45 分） 

  午前７時 00 分～15時 30 分（うち休憩時間 45 分）※公仕 

  午前７時 00 分～16時 00 分（うち休憩時間 1時間 15 分）※介護 

（３）休日 

日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、 

12 月 29 日から翌年１月３日までの日 

（４）給 与 

経歴によって異なります。以下は、新卒者がすぐに採用された場合の初任給の一例です

（令和８(2026)年４月１日予定）。 

○高卒 205,000 円  ○大卒 228,800 円 

※支給要件に該当する場合には、通勤手当、住居手当、扶養手当等が支給されます。 

（５）有給休暇 

当方の規定により年次有給休暇などがあります。 

（６）社会保険等 

公立学校共済組合、地方公務員災害補償法等（任用事由及び期間による） 

（７）服 務 



   地方公務員法が適用となり、法令及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の

禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務等が課されます。 

 

３ 募集対象 

次の（１）、（２）、（３）の全てを満たす人 

（１）公仕については普通自動車運転免許を有する者又は取得見込みの者 

（２）地方公務員法第 16 条及び学校教育法第９条の欠格条項に該当しない者 

（３）教育的愛情と使命感を持った者 

 

４ 登録受付期間 

随時登録を受け付けています。 

※欠員や本務者の休職等により必要が生じた場合に、面接を経て任用となりますので、登

録しても必ず採用されるとは限りません。 

 

５ 申込方法  

栃木県教育委員会事務局高校教育課人事担当に電話で登録の上、電子申請システムを利

用して登録票を作成し写真を貼付して下記まで郵送してください。 

  ※公仕を希望する場合で、普通・大型自動車運転免許やボイラー技士免許の資格をお持ち

の方は、必ず申告してください。 

※登録票は、手書き用を使用しても構いません。 

※提出された書類は、返却しませんので御了承ください。 

○登録先及び履歴書の送付・提出先 

〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田１丁目１番 20 号（南別館３階） 

栃木県教育委員会事務局高校教育課 人事担当 TEL 028-623-3396 

 

６ 任用までの流れ  

欠員等により任用の必要が生じた場合に、高校教育課から申込者に連絡をします。上記

５までの経歴審査のほか、職務への意欲や適性などについて配置予定校の校長が個別に面

接を行います。日時場所は校長が指定します。 

 

７ 結果の発表  

面接結果を伝える日については、校長から面接の際に御連絡いたします。 

 

８ その他  

（１）原則、年度ごとの登録になりますので、次年度も継続して希望する場合は、再度登録し

てください。また、登録の削除を希望する場合は個別に連絡してください。 

（２）同様の仕事内容で会計年度任用職員（フルタイム又はパート）での任用を御案内する場

合がありますので御了承ください。 


